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         ■ 厚労省人事労務マガジン／特集第 93号 ■ 

========================================================================= 

【今号の内容】 

 

●全国 47都道府県で無料の労働契約解説セミナーを開催します 

 ～ ９月中旬から順次 ～ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     全国 47都道府県で無料の労働契約解説セミナーを開催します 

             ～ ９月中旬から順次 ～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 昨年度ご好評をいただいた「労働契約解説セミナー」を、今年度も９月中旬か 

ら全国 47都道府県で開催します。 

 

 これは、労働者と使用者をつなぐルールである“労働契約”について分かりや 

すく解説するもので、基礎的事項についての「基礎セミナー」※と、労働契約に 

関連する各種判例を紹介する「判例セミナー」の２種を予定しています。 

※基礎セミナーでは平成 24年８月に成立した改正労働契約法についても解説しま 

す。 

 

 働いている方はもちろん、これから仕事に就こうと考えている方、人事・労務 

管理部門の方など、多くの皆さまの参加をお待ちしています。 

 参加は無料で、下記ホームページ、または FAX、電子メールから申込みができ 

ます。 

 

■セミナー内容 

 ・基礎セミナー（85分）： 

  労働契約法や労働基準法に定められている“労働契約”に関連する事項につ 

 いて、法律の基本的な考え方を解説します。 

 ・判例セミナー（70分）： 

  基礎セミナーで解説した“働く各場面における労働契約に関するポイント” 

 を過去の判例で紹介します。 

※初めて参加される方で、判例セミナー受講を希望される場合は、基礎セミナー 

 への参加もおすすめします。 



 

■９月～10 月の開催予定 

  ・北海道  10 月 ８日（火） 

  ・青森   10 月 15日（火） 

  ・岩手   10 月 16日（水） 

  ・宮城   10 月 29日（火） 

  ・秋田   10 月 17日（木） 

  ・山形   10 月 28日（月） 

  ・福島   10 月 30日（水） 

  ・埼玉   10 月 21日（月） 

  ・千葉   10 月 23日（水） 

  ・岐阜   ９月 25日（水） 

  ・愛知   ９月 26日（木） 

  ・大坂   ９月 27日（金） 

  ・岡山   10 月 ２日（水） 

  ・広島   10 月 １日（火） 

  ・福岡   ９月 30日（月） 

 

※締め切り間近の会場もあります。早めにお申し込みください。 

なお、11月以降も順次開催予定です。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。 

 

 （東京海上日動リスクコンサルティング株式会社ホームページ） 

  http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20130802.html  

 

======================================================================== 

★配信停止の手続き https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー  http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 

 へリンク） https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  

★編集：厚生労働省 

 

●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の人が間違えて登 

 録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 



●携帯メールなどには対応しておりません。 

●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 

 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、複 

 製を行うことができます。 

======================================================================== 


